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13QR0123 
問題  

建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれ

か。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。 

1. 二級建築士として３年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の

課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の

管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。 

2. 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従

事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならな

い。 

3. 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる

のは、原則として、一級建築士として５年以上の構造設計の業務に従事した

後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前１年以内に修了した

者である。 

4. 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報

告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士

である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、

直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。 

 

〔R0123〕　建築士法
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13AR0123 
解説  正答―１ 
1. 誤り。士法24条２項により、管理建築士は、「建築士」として３年以上、規

則20条の４に定める業務（設計、工事監理、工事契約事務、工事指導監督、

調査又は鑑定、手続の代理）に従事した後、法別表３の管理建築士講習の課

程を修了した建築士でなければならない。管理建築士講習に一級、二級等の

区別はなく、二級建築士である管理建築士が新たに一級建築士の免許を受け

た場合には、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士

事務所の管理建築士になることができる。 

2. 正しい。士法22条の２第一号かっこ書により、建築士事務所に属する一級建

築士は、省令により３年ごとに、登録講習機関が行う一級建築士定期講習を

受けなければならない。設計又は工事監理に従事しているか否かは関係ない。 

3. 正しい。士法10条の３第１項一号により、一級建築士として５年以上構造設

計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した者は、１

年以内に国土交通大臣に構造設計一級建築士証の交付を申請できる。 

4. 正しい。士法23条の６により、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設

計等の業務に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならな

い。また、同条四号及び同法規則20条の３第１項二号により、建築士事務所

に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が

受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日につ

いても記載しなければならない。 

 

〔R0123〕　正答 1


